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(担当)  
生活安全企画課 

身近なところから｢防犯力強化｣を！ 

～みんなで、声掛けあって、被害防止～ 

市役所職員をかたる不審電話も県内で発生中！ 

令和４年３月１６日（水）、岩国市居住の６０歳代女性方の

固定電話に市役所の保険課をかたる者から「保険料の過払

いにより、２万４，３００円を返金します。」「払戻しの関係で金

融機関から連絡があります。」等と電話がありました。 

その後、金融機関の職員をかたる者から電話があり、女性

は、指示されるがまま金融機関に向かい、ＡＴＭを操作し、犯

人の口座に自分の口座から約５０万円を振込み、預貯金をだ

まし取られる被害に遭いました。 

昨年は、合計４０件、約３，０００万円の還付金
詐欺被害が発生しています！ 

★被害防止のポイント★ 
● 在宅時も「留守番電話設定」にして、電話の相手を確か
める！ 
● ＡＴＭで還付金の手続をすることは、絶対にありません！ 
● 電話でお金の話が出たら、まず家族に相談して下さい！ 
● 携帯電話で通話しながらＡＴＭを利用している方は、還 
付金詐欺被害の可能性「大」！ 
操作をやめるように声掛けを！ 

● 日常生活に支障のない程度に、 
ＡＴＭの振込限度額を下げておく！ 


